
番号
仕様書ページ

実施要領ページ
質問内容 回答

1
仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催

県として想定されている会場のフォーマット
や、実施形式の具体的なイメージはありま
すか。 過去の実施事例において、会場の
選定基準や形式について好評だった点、あ
るいは課題となった点があればご教示くだ
さい。

ご提案にお任せします。

2
仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催

県庁職員や酒蔵の方の航空券代および宿
泊費は委託費に含めないという認識でよろ
しいでしょうか？

県庁職員および酒蔵参加者の航空券代、宿泊費は委託費
に含めません。

3
仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催

提案書の中に配置イメージ図は必要か。 ご提案にお任せします。

4
仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催

県産酒とは日本酒を指してますでしょうか？
その他酒類(焼酎やリキュールなど)も含み
ますでしょうか？

日本酒だけでなく、焼酎やリキュール等その他酒類を含む、
県内酒蔵で製造された全ての酒類が対象です。

5

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　酒
蔵数

既に台湾に商流のある酒蔵の参加は可能
でしょうか、不可能でしょうか。

福岡県内の酒蔵であれば参加可能です。

6

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　イ.

県として想定されている会場のフォーマット
や、実施形式の具体的なイメージはありま
すか。

ご提案にお任せします。

7

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　ウ.

軽食及びソフトドリンクの提供（県産品を使
用すること）』について、県産品はご提供い
ただけますでしょうか？弊社で購入する必
要がありますでしょうか？

委託費での対応をお願いいたします。

8

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　エ.

台湾の飲食店関係者やバイヤー向けに県
産酒をPRするにあたり、県が既に保有して
いる「繁体字」でのパンフレットやウェブサイ
ト等の販促ツールはあるか。ある場合はそ
れを参考に紹介シートを作成できるのか、
ない場合紹介ツール等の翻訳・制作はすべ
て受託者が新規で行う想定か。

「繁体字」でのパンフレットやウェブサイト等の販促ツールは
ございません。必要に応じて作成ください。

9

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　エ.

動画上映等とありますが、動画については
既存の動画を想定していますでしょうか、当
事業内での制作を想定していますでしょう
か。

既存の動画もありますが、新規に制作するかはお任せいた
します。

『台湾における県産酒プロモーション業務』の委託事業者の募集
質問と回答



番号
仕様書ページ

実施要領ページ
質問内容 回答

10

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　エ.

商品紹介シートの作成について、シートの
仕様についてどのようなものを想定している
のか。Ａ４パネルのような卓上ＰＯＰでしょう
か？それともブース壁面に付ける大型パネ
ルのようなものでしょうか？シート作成の為
の資料（特徴や写真データ）等はいただけ
るとの認識でよいでしょうか？

シート作成の為の素材は提供可能です。
シートの作成については事業者のご提案にお任せいたしま
す。

11

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　カ.

参画酒蔵の募集・連絡・調整業務は、貴県
にて実施し、参画酒蔵が決定後の商談会に
向けての連絡・調整業業務(業務内容カ)の
み当社で実施するという理解で合ってます
でしょうか？

参画酒蔵の募集、連絡、調整につきましても委託事業者様
にてご対応願います。

12

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　キ.

「招聘（80 人程度）」について、これは延べ
人数と来場社数のどちらを想定されていま
すでしょうか。 質の高い商談を確保するた
め、1 社あたりの参加人数を「最大 2 名ま
で」と制限し、約 40 社程度の有力な意思決
定者を招聘する形での運営は可能でしょう
か。

延べ人数を想定していますが、多数の来場社を確保してい
ただける運営をお願いします。

13

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　ク.

酒の専門家は、貴県にてご手配いただき、
当社にて会場でのＰＲ業務を実施するとい
う理解でよいでしょうか？それとも当社にて
酒の専門家の手配が必要でしょうか？

酒の専門家につきましてはご提案ください。

14

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　ケ.

SNS、メディア等への情報発信について』
ターゲットはどのような方を想定されていま
すでしょうか？事前告知、事後発信など、発
信の時期はいつを希望されていますでしょ
うか？また、アカウントの指定はあるか？
toBもしくはtoC向けのどちらを対象としたも
のを想定されておりますでしょうか。

toBを想定しています。また、発信アカウントの指定はござい
ません。県産酒の多様な魅力を知り、販路拡大につながる
商談を行うために効果的なタイミングでの発信やその方法を
ご提案ください。

15

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　コ.

イベント時の通訳の手配について、通訳の
人数は何名を想定されてますでしょうか？

イベントのご提案内容によりますので、お任せいたします。

16

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　サ.

台湾でのPR商談会において提供する「県産
酒等のサンプル」の品目、量をご教示いた
だきたい。また、県産酒は県または各酒蔵
等から無償で提供されるのか。（無償提供
でない場合、本事業の委託費において買取
費として計上する必要があるのか。）

商談会において提供する県産酒の量は提案にお任せいたし
ます。また、県産酒について無償提供は基本的にはないも
のとして調整していただきたい。また、買取費等については
委託費でのご対応をお願いします。

17

仕様書　1頁
４委託事業　（１）県産
酒PR商談会開催　業
務内容　シ.

車両の手配・同行とございますが、終日手
配ではなく、ポイント間の移動に関わる車両
手配という認識で宜しかったでしょうか。併
せてどのくらいの人数が何日間の日程で使
用されるのかご教示ください。

イベント運営に必要と考えられる量の車両を手配ください。
ご提案にお任せします。

18

仕様書　2頁
４委託事業　（２）台湾
向け輸出入商社等酒
蔵招聘　招聘人数

台湾向け輸出入商社等酒蔵招聘の招聘人
数について“4名程度”とのことですが、“4社
で4名”という理解で合ってますでしょうか？

何社とは限定しておりませんので、人数も含め自由にご提
案ください。

19

仕様書　2頁
４委託事業　（２）台湾
向け輸出入商社等酒
蔵招聘　業務内容
ア.

招聘者や訪問先の「募集」、「決定」また、
「調整」を行う「事務局業務」はそれぞれ県
側の業務になるのか、今回の受託者の業
務になるのか？

招聘事業の事務局業務は事業者様にてご対応願います。
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20

仕様書　2頁
４委託事業　（２）台湾
向け輸出入商社等酒
蔵招聘　業務内容
ウ・エ・オ・カ

招聘の実施場所について県内酒蔵とありま
すが、いくつの酒蔵への訪問を想定されて
ますでしょうか？また、本招聘業務スケ
ジュール感や通訳の人数、車両の手配等
はどのように想定しておりますでしょうか？

ご提案にお任せします。県産酒の多様な魅力を知り、販路
拡大につながる商談を行うために必要と考えられる訪問先
や日数をご提案ください。なお、提案に要する全ての費用は
委託費に含まれます。

21
仕様書　2頁
４委託事業　（３）報告
書作成

本事業における「成約」の具体的な定義（商
談発生、取引決定など）と、県として想定・
期待している具体的な数値目標（KPI）は設
定されているか。

報告書作成時点での本事業の状況報告を詳細に示してい
ただければ問題ございません。

22
仕様書　2頁
４委託事業　（４）企画
提案について

『（４）企画提案について招待者リストを提案
に含めること』とありますが、提案の段階
で、８０人分のリストが必要でしょうか？一
例として数名程度の招待者リストでも良い
でしょうか？

何人分のリストを作成するかは各事業者様にお任せいたし
ます。

23
公募要領　2頁
３応募手続き　（３）提
案書の提出等

事業内容や業務実績等、一部会社案内に
掲載されている内容については、「会社案
内に記載」として、様式3に会社案内を別添
することで対応は可能か。

様式３号の記入内容に沿って記載してください。
なお、様式３号については基本的に様式への記載に内容を
納め、別添記載等は最低限に留めていただくようお願いい
たします。

24

公募要領　2頁
３応募手続き　（３）提
案書の提出等　③提
出書類（6）提案見積
書

直接経費のほかに、一般管理費（諸経費）
を計上することは可能でしょうか。また、計
上する場合の率に上限はございますか？

一般管理費の計上は可能です。特段の上限は設けません。

25
公募要領　2頁
５委託契約について
（4）

『原則として領収書等で確認できるものを対
象とする』とあるが外部に発注するものは領
収書を添付できますが（日本/台湾）自社手
配の物は最終的に支払いをいただいた後、
自社の領収書となりますがその認識でよろ
しかったでしょうか。

自社の任意様式で問題ございません。


